
寄附金取扱規程 

１７４ 

国立大学法人和歌山大学寄附金取扱規程 

制  定 昭和５５年 ９月 ５日 

全部改正 平成 ９年 ４月 １日 

最終改正 令和 ８年 １月３０日 

 （趣旨） 

第１条 国立大学法人和歌山大学（以下「本学」という。）における寄附金の受入れ等の取扱

いについては、この規程の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 「寄附金」とは、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２２条第１項各

号に掲げる法人の業務の実施を支援することを目的として寄附される、国立大学法

人和歌山大学会計規則第１４条に掲げる現金及び有価証券をいう。 

（２） 「部局」とは、本学組織規則に定める学部等、基幹、機構、附属機関及び本学事務

組織規程に定める各課をいう。 

（３） 「部局長」とは、前号の部局の長をいう。 

 （受入れの決定及び報告等） 

第３条 寄附金の寄附申込は、寄附金申込書（別紙第１号様式）によるものとする。ただし、

研究助成団体等による公募に申請、採択されて受け入れる助成金等については、当該研究

助成団体からの採択通知等をもって、寄附金申込書に代えることができる。 

２ 学長は、寄附対象者が所属する部局長に受入れの可否の確認を行い、受入れを決定する

ものとする。ただし、寄附対象者が役員であって、且つ寄附目的が研究助成である場合は、

学長は、学長が指名する部局長に受入れの可否の確認を行い、受入れを決定するものとす

る。部局長は、受入れの可否の確認に際し疑義が生じた場合は、所属部局の議を経ること

ができる。 

３ 学長は、受入れの決定を部局長に通知するとともに寄附金受入決定通知書（別紙第２号

様式）により予算・決算担当役に通知するものとする。 

 （受入れの基準） 

第４条 次の各号に掲げる経費に要する経費として寄附の申込があった場合は、これを寄附

金として取扱う。 

（１） 学生又は生徒に貸与又は給付する学資 

（２） 学生又は生徒に貸与又は給付する図書、機械、器具及び標本等の購入費 

（３） 本学の教職員の職務上の教育研究に要する経費 

（４） 前３号に掲げるもののほか、教育研究の奨励に要する経費 

 （助成金等の受入れ） 

第４条の２ 教職員に対して助成金等が付与された場合において、その助成等の趣旨が当該

教職員の職務上の教育研究を支援しようとするものであるときは、当該教職員はその助成

金を改めて寄附金として本学に寄附するものとする。 

 （受入れできる寄附条件） 

第４条の３ 第４条に掲げる受入れ基準により申込みがあった寄附金で、次の各号に掲げる

条件が付されているものは、これを受入れることができる。 
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（１） 貸与又は給付する学生等の範囲を定めること。 

（２） 学術研究を指定すること。 

（３） 前各号に掲げるもののほか、教育又は学術研究上支障が無いと認められる次に掲げ

る条件等 

 ア 寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。 

 イ 寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。 

 ウ 寄附目的が完了したときは、使用残額を返還すること。 

 （受入れの制限） 

第５条 寄附金で次の各号の一に該当する条件が付されているものは受け入れることができ

ないものとする。 

（１） 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。 

（２） 寄附金による学術研究の結果、得られた国立大学法人和歌山大学知的財産規定第

２条第１号に定める知的財産権及びこれらに順ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使

用させること。 

（３） 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。 

（４） 寄附申込み後、寄附者がその意志により寄附金の全部又は一部を取り消すことが

できること。 

（５） その他学長が特に教育研究上支障があると認める条件。 

 （納付手続） 

第６条 予算・決算担当役は、第３条第３項に定める寄附金受入決定通知書に基づき振込依

頼書を作成し、納入依頼書を添えて寄附者に送付するものとする。 

 （報告） 

第７条 予算・決算担当役は、寄附金が納付されたときは、寄附金納付済報告書（別紙第３

号様式）を学長に提出するものとする。 

 （寄附金の経理） 

第８条 納付された寄附金は、本学の会計規則及び会計関係規程に基づき適正に経理するも

のとする。 

 （寄附金から生じた利息の扱い） 

第８条の２ 寄附金の受入者は、寄附金から生じた利息を大学運営支援寄附金に譲渡するも

のとする。 

 （寄附金の使途変更） 

第９条 部局において寄附金の使途を変更しようとするときは、部局長は、寄附金使途変更

申請書（別紙第４号様式）を学長に提出するものとする。 

２ 学長は、前項の申請に基づき使途変更を承認した場合は、部局長にその旨通知するとと

もに、寄附金使途変更通知書（別紙第５号様式）により、予算・決算担当役に通知するもの

とする。 

 （本学の募金等） 

第１０条 本学が自ら寄附金を募り受け入れる場合は、第３条から第７条、第８条の２及び

第９条の規定と異なる取扱をすることができるものとする。 

 （寄附金からの一部拠出） 

第１１条 学長は、別に定める要項により、受け入れた寄附金の一部を拠出し、本学の管理
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等経費に充てることができるものとする。 

 （その他） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、寄附金の取扱に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成９年１２月１０日一部改正） 

 この改正規程は、平成９年１２月１０日から施行し、平成９年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１０年４月１日一部改正） 

 この改正規程は、平成１０年４月９日から施行する。 

   附 則（平成１１年４月１日一部改正） 

 この改正規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１３年２月２８日一部改正） 

 この改正規程は、平成１３年２月２８日から施行し、平成１３年１月６日から適用する。 

   附 則（平成１３年３月３０日一部改正） 

 この改正規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１４年３月２９日一部改正） 

 この改正規程は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、学生自主創造科学センター

に係る改正規定は、同年２月１日から適用する。 

   附 則（平成１６年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１２９号） 

 この改正規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年２月１８日一部改正：法人和歌山大学規程第３６９号） 

 この改正規程は、平成１７年２月１８日から施行する。 

   附 則（平成１７年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第４０８号） 

 この改正規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年５月１０日一部改正：法人和歌山大学規程第５１１号） 

 この改正規程は、平成１８年５月１０日から施行し、平成１８年４月２８日から適用する。 

   附 則（平成１９年９月２１日一部改正：法人和歌山大学規程第６６７号） 

 この改正規程は、平成１９年９月２１日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１９年１１月１日一部改正：法人和歌山大学規程第６８２号） 

 この改正規程は、平成１９年１１月１日から施行し、平成１９年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成２０年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第７６１号） 

 この改正規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年３月２４日一部改正：法人和歌山大学規程第９２３号） 

 この改正規程は、平成２１年３月２４日から施行し、平成２０年７月１日から適用する。 

   附 則（平成２２年６月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１０４９号） 

 この改正規程は、平成２２年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年１月８日一部改正：法人和歌山大学規程第１７２４号） 

この改正規程は、平成２８年１月８日から施行する。 

  附 則（平成２８年３月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１７５９号） 

この改正規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月８日一部改正：法人和歌山大学規程第１９５０号） 



寄附金取扱規程 

１７４ 

この改正規程は、平成２９年３月８日から施行し、平成２９年１月１日から適用する。 

   附 則（令和２年３月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第２２５８号） 
この改正規程は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年３月２９日一部改正：法人和歌山大学規程第２５４９号） 
この改正規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年１月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第２９０３号） 

この改正規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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別紙第１号様式  

  年   月   日  

 和歌山大学長  様  

                  寄附者  

                   住所  

                   氏名              

 

 下記のとおり寄附します。  

記  

 １．寄附金額            

 ２．寄附目的  

 ３．対象部局等  

 ４．寄附条件  

 ５．その他  

・本寄附金について、研究担当教員が退職、他大学（機関）へ転出等する場合、

それに伴う手続きについては、国立大学法人和歌山大学に委任します。  

・本寄附金について、寄附金額の一部を管理等経費（オーバーヘッド）として

取り扱うことに同意いたします。  

 

 寄附金納付予定年月日                年   月   日  頃  

 事  務  連  絡  先  

 

 

 

別紙第２号様式 

  年   月   日  

 予算・決算担当役   

学長          

 

寄附金受入決定通知書  

 

 下記寄附金の受入れを決定したので、通知します。  

 

記  

 

       １  寄附金額               円  

       ２  寄附者の住所･氏名  

       ３  寄附金の名称  

       ４  その他  
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別紙第３号様式  

  年   月   日  

 学長   

予算・決算担当役       

 

寄附金納付済報告書  

 

 年  月  日付け寄附金受入決定通知書に基づく寄附金は、下記のとお

り納付されましたので、報告します。  

 

記  

 

      １  納付金額                 円  

      ２  納付年月日  

 

 

 

 

 

別紙第４号様式  

  年   月   日  

 学長   

部局長          

 

寄附金使途変更申請書  

 

 下記により寄附金の使途を変更したいので申請します。  

 

記  

区分  寄附金  使途  備考  

寄附金及びその使途     

変更に係る寄附金及びその使途     

 

変更理由詳細  
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別紙第５号様式  

  年   月   日  

 予算・決算担当役   

学長        

 

寄附金使途変更通知書  

 

 下記により寄附金の使途を変更したので、通知します。  

 

記  

区分  寄附金  使途  備考  

寄附金及びその使途     

変更に係る寄附金及びその使途     

 


